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≪概要≫

当法人が運営する小学校跡地「いくのパーク」にて、「教育免許は持たないものの日本語教師の有資格者」である専門スタッフが、

外国人児童生徒が在籍する学校や日本語指導が必要な子どもの教育センター校、大阪市教育委員会等と密な情報連携のもと、日本語指導を行う。

実証の際には、現行の「特別の教育課程による日本語指導」と同等以上の質が担保されるよう、指導状況の管理や学力測定、

実証参加者へのアンケート等を行う。

対象者：小学校4年から中学校2年10名

時期：2025年9月18日から2026年3月13日

指導手法：「センター校」に準じた教育課程の時間帯で、週２回の通学実施

≪取組内容≫

①地域の小中学校との連携体制構築と児童生徒個々の日本語力アセスメントの実施

②専門スタッフによる個別の日本語指導計画の作成

③個別最適化された日本語指導の実施

④Web3技術を用いたカルテツール「Roots Note」による指導実績と習得状況の高度暗号化記録の実施

⑤保護者の同意のもと、学校への情報連携

≪情報連携／情報登録≫

【Web3技術を活用した日本語指導カルテツール「Roots Note」の開発活用】

①児童生徒の背景情報、 ②日本語力アセスメント結果、 ③個別の日本語指導計画、 ④指導内容情報、 ⑤その他（生活等の困り感等）

の情報を登録し、登録情報に基づき、在籍校等と連携を行う。

１ 実証事業の概要 資料３
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≪規制改革に向けた論点事項／主な調査事項≫

１ 地域の小中学校等との連携体制を有する者及び当該者が運営する場所について

⑴ 大阪市教育委員会事務局や「センター校」、 在籍校と日本語教育に係る連携体制の構築を行い、本事業の推進を通じて、

日本語指導の質を同等以上のものとするため、「既存センター校と同等程度の連携が大きな負担なく行われること」、

「児童生徒の通級に係る学校敷地外における移動が安全に行われること」が十分に確保されることを確認する。

⑵ 既存センター校と同等程度の連携については、「児童生徒の日本語指導状況等の情報管理」と「在籍校との情報連携」を

安全かつ効率的に行うため、Ｗｅｂ３技術を用いたカルテツール（Roots Note）を開発導入し、これを活用した在籍校との情報連携が、

「既存運用に比べて効率的に行われたこと」を在籍校の関係者へのアンケート等を通じた定性評価を実施する。

２ 相当程度のスキルと実績を有する日本語指導を行うスタッフについて

〇 大阪市教育委員会の日本語能力評価基準／指導修了基準として、センター校では日本語能力試験（JLPT）等を参考指標とし、

N5相当レベルの到達で指導修了と判断している現状を踏まえ、本事業に参加する児童生徒についても、事業終了前に大阪市教育委員会と

協議の上、「N５相当レベル試験」を実施し、日本語力の伸びを測る。

※なお、日本語能力試験（JLPT）は成人を主な対象として設計されており、子どもの発達段階や既習項目に十分に対応した内容とは言いがたく、習熟の状況を柔軟に評価する手法としては制約もある。
そこで、本事業では同委員会と協議の上、文部科学省が令和7年6月末に公表した「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のためのことばの発達と習得のものさし（略称：
ことばの力のものさし） 」を参考指標にしたアセスメントも実施し、児童生徒の学習回数や個別の進度等に応じて、総合的に習熟状況を測る。

１ 実証事業の概要

【教育委員会】

【事務局指導部（人権・国際理解教育G）】

首席指導主事 総括指導主事

【事業者】

【本事業事務局】

拠点責任者 運営管理者

≪情報連携／情報登録≫

①児童生徒の背景情報

②日本語力アセスメント結果
③個別の日本語指導計画
④指導内容情報
⑤その他（生活等の困り感等）

Web3技術を活用した
日本語指導カルテツール
「Roots Note」

子

指導

子学校設置者

教員

【A学校】
日本語指導スタッフ：５名

（２人児童・生徒／１人指導スタッフ体制）

資料３

3



２ スケジュール

○２０２５年７月～9月（事業計画フェーズ）

• 【背景情報の収集】 対象児童生徒と指導スタッフとの対話を通じて、背景情報の収集を実施

• 【初回アセスメントの実施】 指導スタッフによる初回アセスメントを実施し、結果を収集

• 【指導計画の作成】背景情報やアセスメント結果を踏まえた、対象各児童生徒に対する指導計画を作成

• 【指導の実施】児童生徒に対する指導計画に基づいて、日々の指導内容や利用教材の最適化及びそれらに基づいた指導を実施

• 【指導内容等の記録】日々の指導内容や対象児童生徒の生活等を含めた情報を収集

• 【最終アセスメントの実施】事業の指導効果を測定するため、最終アセスメントを実施

• 【在籍校との情報連携】以上の取組みで得られる情報について、「Roots Note」を用いて対象児童生徒の在籍校と共有

○２０２５年９月～２月（事業実施フェーズ）

○２０２６年２月～３月（事業終了フェーズ）

• 【連携体制の整備】 調査実施事業者を中心に、教育委員会や対象児童生徒の在籍校を含めた連携体制を整備

• 【同意取得フロー等の検討】 対象児童生徒の決定や当該保護者からの同意取得方法の検討及び実施

• 【指導内容等の検討】 対象児童生徒より聞き取る背景情報項目やアセスメント内容、教材等の検討及び準備

• 【システム開発】 在籍校の情報連携ツールとして、Web3技術を活用した「Roots Note」を開発

• 【データ分析連携テスト】指導実施フェーズ約半年間の取得データの分析および連携基盤へのデータ連携テストを実施

• 【報告書作成提出】取得データとその分析結果、調査結果を含む報告書を作成し、提出

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① 事業計画フェーズ

② 事業実施フェーズ

③ 事業終了フェーズ

初回アセスメント 最終アセスメント

資料３
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参考資料

資料３
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〇 主な調査事項の整理（日本語指導の質が同等以上であること）

≪大阪市教育委員会の日本語能力評価基準／指導修了基準について≫

〇 日本語能力試験（JLPT）等を参考指標とし、N5相当レベルの到達で指導修了と判断されている。

≪本事業の日本語能力評価基準／指導修了基準の方針について≫

１ 「センター校」への視察の実施
⇒ 7月末に１校、8月下旬以降にその他「センター校」への視察を行い、「センター校」での卒級目安の運用等について現状確認を行う。

２ 日本語能力試験（JLPT） のN５相当レベルの試験を実施
  ⇒ 「センター校」では、日本語能力試験（JLPT）のN５相当レベルを到達目標としている現状を踏まえ、
本事業に参加する児童生徒についても、事業終了前に大阪市教育委員会と協議の上、N５相当レベル試験を実施し、日本語力の伸びを測る。

※ なお、日本語能力試験（JLPT）は成人を主な対象として設計されており、子どもの発達段階や既習項目に十分に対応した内容とは言いがたく、
習熟の状況を柔軟に評価する手法としては制約もある。

⇒ そこで、本事業では同委員会と協議の上、文部科学省が令和7年6月末に公表した「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等の
ためのことばの発達と習得のものさし（略称：ことばの力のものさし）」を参考指標にしたアセスメントも実施し、児童生徒の学習回数や個別の進
度等に応じて、総合的に習熟状況を測る。

評価基準 指導終了基準 参考指標

日本語能力試験（JLPT） N５相当レベル試験の実施 「ことばの力のものさし」

資料３
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〇 事業実施風景（授業等の様子）

≪本事業における宿題（日本語作文）≫

資料３
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〇 主な調査事項の整理（連携協働体制を有すること）

≪地域における日本語指導の体制について≫

本事業では、地方公共団体又は学校設置者と連携協働関係を有する事業者が、大阪市教育委員会事務局、「センター校」、在籍校等と連携し、 地
域の小中学校に在籍する児童生徒への日本語指導体制が構築し、「センター校」での既存日本語指導スキームと同程度の連絡・連携体制を確保す
る。加えて、先進技術を活用した安全かつ効率的な情報管理・連携の仕組みを導入することにより、日本語指導や指導状況等の情報管理・共有に係る
学校・教員の負担軽減を図る。

≪本事業における地域の小中学校等との連携方針と評価の方向性について≫

１ 日本語教育に係る連携体制について、以下の内容を基本として体制構築を行う
・ 大阪市教育委員会事務局 ： 事業推進や日本語指導内容等に対する協議、指導対象児童生徒への説明等の支援等
・ 「センター校」 ： 既存の体制や運用面、制度面等の共有等
・ 在籍校 ： 指導対象児童生徒への説明、事業運営上の情報連携等の既存「センター校」運営と同様の支援、連携

⇒ 本事業の推進を通じて、連携体制が十分であったことを確認する。具体的には、本事業を通じて、日本語指導の質を同等以上のものとするため、
「既存センター校と同等程度の連携が大きな負担なく行われること」、「児童生徒の通級に係る学校敷地外における移動が安全に行われること」を
確認する。

２ 既存センター校と同等程度の連携については、 「児童生徒の日本語指導状況等の情報管理」と「在籍校との情報連携」について、安全かつ効率
的に行うため、Ｗｅｂ３技術を用いたカルテツール（Roots Note）を開発し、導入する。

⇒ Ｒｏｏｔｓ Ｎｏｔｅを活用した在籍校との情報連携が既存運用に比べて効率的に行われたことを、在籍校の関係者へのアンケート等を通じた定性評価
を実施する。

資料３

8



〇 調査実証内容（Roots Noteサンプル画面⑴）

≪「Roots Note」在籍校との情報連携画面サンプル≫

資料３
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〇 調査実証内容（Roots Noteサンプル画面⑵）

≪「Roots Note」日本語力アセスメントの実施画面サンプル≫ ≪「Roots Note」日本語力指導計画・指導記録等の画面サンプル≫
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